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※　各地区計画のうち、　　　　　の部分については、「三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」

　で建築物に関する制限を定めています。

※　このパンフレットに記載されている情報は、令和 6年 4月 1日現在のものです。
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景観計画について

　三田市は、景観法に基づく景観行政団体となり、全域において景観計画を

策定しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　本冊子に記載している１１地区の地区計画（集落地区計画）区域については、

景観計画の区域として指定しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　このため、地区計画が定められている区域内で建築物等の構想・計画がある場

合は、景観計画で制限されている項目についても考慮する必要があります。

　なお、景観計画では、景観法第１８条第１項の規定により、届出が受理された

日から３０日を経過した後でなければ行為に着手してはならないとされていま

す。また、大規模建築物等の場合は事前協議書の提出が必要な場合があります。

　詳しくは、以下に示すそれぞれの地区計画が位置する景観計画のパンフレット

をご覧ください。

（各地区計画の区域に指定されている景観計画）

・三田市既成市街地景観計画　：　対中町地区

・三田市新市街地景観計画 　 ：　フラワータウン地区、ウッディタウン地区　

　　　　　　　　　　　　　　　カルチャータウン地区、テクノパーク地区

　　　　　　　　　　　　　　　第二テクノパーク地区、友が丘地区

　　　　　　　　　　　　　　　つつじが丘地区

・三田市市街地周辺景観計画　：　福島地区、相野駅周辺地区

三田市
新市街地
景観計画
2010.7 ver.1

　地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物
の建築等の行為を行おうとするときは、都市計画法第５８条
の２第１項の規定により、着手する日の３０日前までに届け出
なければなりません。

　届出には、正本・副本のそれぞれに次の図書を添付して
ください。（合計２部）

①土地の区画形質の変更
　当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の
周辺の公共施設を表示する図面（縮尺1/1000以上）

②建築物の建築、工作物の建築若しくは工作物の用途の変更
　イ．敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する
　　図面（縮尺1/100以上）
　ロ．２面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図
　　（縮尺1/50程度）

③建築物又は工作物の形態又は意匠の変更
　イ．敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する
　　図面（縮尺1/100以上）
　ロ．２面以上の建築物又は工作物の立面図（縮尺1/50程度）

④木竹の伐採
　イ.当該行為を行う土地の区域を表示する図面（縮尺1/1000以上）

⑤その他参考となるべき事項を記載した図書
　　委任状、現況図 (1/5000)、住宅地図、地番図、現況写真、
　地積測量図等設計の概要が確認できる図面等

※　届出内容を変更する場合は、その都度、地区計画の届出
　が必要です。
　（建築物を先に建築し、外構をその後築造する場合など。）

※届出内容が地区計画に適合しないとき、設計の変更その他の
　必要な措置をとるよう勧告する場合があります。
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地区計画区域面積 地区整備計画の区域面積

約 ５８７．２ ｈａ 約 ４１０．５ ｈａ

当初告示 最終告示

令和５年１０月３１日昭和６１年　９月１７日

建 

築 

物 

等 

の 

整 

備 

の 

方 

針

１．戸建住宅地区
　　閑静で潤いのある独立住宅地区としての居住環境を形成するため、建築物の用途及び屋外広告物について制限を行うとともに、生垣等で緑化
　を推進し、敷地の細分化を防止する。

２．低層連続住宅地区
　　低層連続住宅地区としての居住環境を形成するため、建築物の用途、壁面の位置及び高さ並びに屋外広告物を制限するとともに、プレイ
　ロットや広場等の空地を確保して、ゆとりのある住宅地とし、生垣等で緑化を推進する。
　　建築物の意匠、形態についても、まちなみ景観に留意して周辺と調和したものとする。

３．中高層住宅地区
　　日照、通風等を考慮して適正な隣棟間隔を確保し、敷地内に必要なプレイロット、緑地をとるようにする。
　　建築物の意匠、形態についても、景観及び周囲との調和に留意したものとする。

４．センター地区
　　商業、業務、娯楽及び公益的施設等を適正に配置するとともに、歩行者通路、広場等を有機的に連絡させ、にぎわいのある快適な空間を創出する。
　　建築物の意匠、形態についても景観及び周囲との調和に留意し、かつ統一感のあるものとする。

５．公益・特定業務地区
　　健全な都市の発展と快適な居住環境の形成を図るために、公益的施設や研究、研修及び業務施設等を計画的に配置し、街並み景観に留意する
　と共に、周辺との居住環境に調和したものとする。

0   100   200   300   400   500 m

a

a'







⊥⊥

w

w
w

w w

w

w

淡路大池

卍

⊥ ⊥⊥

JR 福知山線

武庫川

w

w舞鶴若狭自動車道
三田西インター

県道
黒石三田線

至 新三田駅

至 相野駅

至 篠山市

至 三木市

凡　　　　例

地区計画区域

工業地区

サービス施設地区

壁面後退

壁面後退

壁面後退

１０ｍ

５ｍ

２ｍ

Ｎ

テクノ公園

0 100 200 300

※平成24年3月30日付で次のとおり都市計画変更されています。
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建築基準法施行令抜粋（フラワータウン、ウッディタウン、カルチャータウン地区、相野駅周辺集落地区計画関係）

（第一種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅） 

第１３０条の３ 　法別表第二 (い)項第２号（法第８７条第２項又は第３項において法第４８条第１項の規定を準用する場合を含む。）の規定により政令
　で定める住宅は、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供し、かつ、次の各号のいずれかに掲げる用途を兼ねるもの（これらの用途に供する部分の床
　面積の合計が５０ｍ2 を超えるものを除く。）とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
１　事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に
　設けて業務を運営するものを除く。） 
２　日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 
３　理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 
４　洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗（原動機を使用する場合にあつては、その出力の
　合計が０．７５kw以下のものに限る。） 
５　自家販売のために食品製造業（食品加工業を含む。以下同じ。）を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（原動機を使用
　　する場合にあつては、その出力の合計が０．７５ kw 以下のものに限る。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
６　学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 　
７　美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が０．７５kw以下のものに限る。） 

（第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物） 

第１３０条の４ 　法別表第二 (い)項第９号（法第８７条第２項又は第３項において法第４８条第１項の規定を準用する場合を含む。）の規定により政令
　で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。 
１　郵便法 （昭和２２年法律第１６５号）の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が５００ｍ2 以内のもの　　　　　　　
２　地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が６００ｍ2 以内のもの 
３　近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所 
４　路線バスの停留所の上家 
５　次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの
　イ　電気通信事業法 （昭和５９年法律第８６号）第１２０条第１項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する
　　施設
　ロ　電気事業法 （昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１６号に規定する電気事業（同項第２号に規定する小売電気事業を除く。）の用に
　　供する施設
　ハ　ガス事業法第２条第２項に規定するガス小売事業又は同条第５項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設
　ニ　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第２条第３項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
　ホ　水道法第３条第２項に規定する水道事業の用に供する施設
　ヘ　下水道法第２条第３号に規定する公共下水道の用に供する施設
　ト　都市高速鉄道の用に供する施設
　チ　熱供給事業法 （昭和４７年法律第８８号）第２条第２項に規定する熱供給事業の用に供する施設
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対中町地区地区計画　概要図
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地区整備計画の区域面積

約 １１.４ ｈａ

約 １１.４ ｈａ

当初告示

最終告示

令和６年　４月　１日
１ 幹線沿道地区
　　商業、業務、居住施設等を配置するとともに、後背地に形成
　される低層住宅地の良好な住環境の保全を図るため、建築物の
　用途の制限を図る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
２ 住宅地区
　　住宅地としての良好な住環境の形成及び保全を図るため、建
　築物等の用途の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。　　　

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　次に掲げる建築物は建築してはならない。

１ 畜舎（15㎡を超えるもの）

　次に掲げる建築物は建築してはならない。

１ 店舗、飲食店、事務所等床面積が 1,500㎡を超えるもの
２ ホテル、旅館
３ ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティ
　 ング練習場等
４ 自動車教習所
５ 畜舎（15㎡を超えるもの）
６ 火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵・処理の量が非常に
   少ない施設で、1500㎡を越えるもの（２階を超えるもの）

幹線沿道地区 住宅地区地区の区分

建築物等の
用途の制限

垣 又 は さ く の
構 造 の 制 限

道路に面する敷地の部分に垣又はさくを設置する場合は、高さ
を1.5ｍ以下とし、これを超える部分は生垣又は見通しのきく
フェンスとする。

地区施設の配置及び規模 道　路 幅員６ｍ、延長約８７５ｍ　幅員４ｍ、延長約８０ｍ

11．対中町地区地区計画



三田市　都市整備部　都市政策課

tosi@city.sanda.lg.jp

https://webgis.alandis.jp/sanda28/webgis/





クリック！

クリック！

tosi@city.sanda.lg.jp

■　三田市の地図情報について

市のトップページのピックアップの「地図情報」
をクリックし、三田の地図情報へ。
「三田の地図情報」を選び、ご利用上の注意事項
をよく読んでご利用ください。










